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【不祥事根絶に向けた本校の決意】（行動基準） 

尾道市立土堂小学校 

 

 
 
 

区分 本校の課題 行動目標 取組内容 点検方法・時期 

教職員の規範意識の

確立 

 

〇職員朝会や暮会での伝達や注意喚

起に加え，各分掌部会が担当の服務

研修を計画し，実施することで，内

面化を目的とした研修の充実を図

る。 

 

 

〇職員が主体となるような方法や内

容の服務研修を増やし，職員が服務

規律の確保について，自らの問題と

して受け止められるよう工夫する。 

〇「教職員による不祥事の根絶」の積

極的活用。 

〇ストレス対策に対する意識高揚。 

〇不祥事防止委員会で研修の内容や方法に

ついて検討を行い，服務研修の方法や内容

の改善を図る。 

〇校長アンケート結果など，他校で効果のあ

った服務研修の内容や方法を自校に取り

入れる。 

〇不祥事防止委員会を３

月末に開き，次年度の服

務研修計画を立案する。 

〇服務研修後に職員から

の感想を聞き，研修内容

に反映させる。 

学校組織としての 

不祥事防止体制の確立 

〇不祥事防止委員会のリードの下，全

教職員により組織的な不祥事防止

体制のさらなる確立を図る。 

〇不祥事の未然防止のための標語づ

くりを行い，不祥事防止の意識を高

める。 

 

 

〇職員室で互いに気になることを気

軽に出しあえる雰囲気づくりを一

層進める。 

〇各学年や分掌部会で各自が担当する仕事

の状況を共有し，主任などを中心に協力す

る体制をつくる。 

〇職員室で管理職や主任などから，気になる

ことがないか，声をかける。 

〇月に１回の学校経営会

議で振り返りを行う。 

 

 

相談体制の充実 〇児童，保護者の間に「体罰，セクシ

ュアル・ハラスメント相談窓口」の

さらなる浸透を図る。 

〇「体罰，セクシュアル・ハラスメン

ト相談」に限らず，心配なこと，気

になることを学校の相談しやすい

体制をつくる。 

〇「体罰，セクシュアル・ハラスメント相談

窓口」の周知にあたって，学校だよりやポ

スターの内容を追加し，体罰，セクシュア

ル・ハラスメントに限らず相談できること

を明示する。 

〇参観日後の学級懇談会や学期末の個人懇

談において，保護者に気になることはない

か，学級担任から尋ねるようにする。 

〇ＰＴＡ役員会や学級懇

談会など，保護者と懇談

できる場で，情報収集を

行い，意見を求める。 

 

 

 

不祥事根絶のための行動計画 
１ 私たちは，子どもを守り，育てます。 

２ 私たちは，法令などを遵守します。 

３ 私たちは，不祥事を許しません。 


